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○
環
境
省
令
第

号

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（

平
成
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
条
第
二
項
第
三
号
、
第
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項

並
び
に
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す

る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年

月

日

環
境
大
臣

川
口

順
子

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
四

年
総
理
府
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
窒
素
酸
化
物
」
の
下
に
「
及
び
粒
子
状
物
質
」
を
加
え
る
。

第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
窒
素
酸
化
物
の
総
量
の
算
定
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
」
の
下
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に
「
及
び
粒
子
状
物
質
」
を
、
「
特
別
措
置
法
」
の
下
に
「
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
特
定
地
域
に
お
け
る

総
量
削
減
計
画
の
達
成
の
期
間
の
経
過
後
の
当
該
計
画
に
基
づ
く
削
減
が
な
い
場
合
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
」
を
「
窒
素
酸
化

物
対
策
地
域
に
お
け
る
窒
素
酸
化
物
の
排
出
と
二
酸
化
窒
素
の
濃
度
と
の
定
量
的
な
関
係
」
に
、
「
当
該
特
定
地
域
の
窒
素
酸

化
物
の
濃
度
」
を
「
当
該
窒
素
酸
化
物
対
策
地
域
の
二
酸
化
窒
素
の
濃
度
」
に
改
め
、
「
濃
度
と
な
る
」
の
下
に
「
場
合
に
当

該
窒
素
酸
化
物
対
策
地
域
に
お
い
て
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
総
量
と
な
る
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
を
第
六
号

と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
特
定
地
域
」
を
「
窒
素
酸
化
物
対
策
地
域
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

二
酸
化
窒
素
に
よ
る
大
気
汚
染
の
状
況

第
一
条
第
二
項
中
「
大
気
汚
染
予
測
手
法
は
、
」
の
下
に
「
大
気
汚
染
物
質
の
拡
散
に
関
す
る
理
論
式
及
び
窒
素
酸
化
物
の

二
酸
化
窒
素
へ
の
変
換
に
関
す
る
経
験
式
等
に
基
づ
い
て
」
を
加
え
、
「
そ
の
他
の
機
械
」
及
び
「
大
気
の
拡
散
式
に
基
づ
く

理
論
」
を
削
り
、
「
計
算
を
行
う
こ
と
」
の
下
に
「
な
ど
」
を
加
え
、
「
、
又
は
模
型
そ
の
他
の
装
置
を
使
用
し
た
実
験
を
行

う
こ
と
に
よ
り
」
を
削
り
、
「
窒
素
酸
化
物
に
よ
る
」
を
「
二
酸
化
窒
素
に
よ
る
」
に
、
「
科
学
的
か
つ
合
理
的
に
」
を
「
定

量
的
に
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。
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第
二
条
中
「
窒
素
酸
化
物
」
の
下
に
「
及
び
粒
子
状
物
質
」
を
加
え
、
「
第
三
条
第
五
号
」
を
「
第
四
条
第
五
号
」
に
改
め

、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
粒
子
状
物
質
の
総
量
の
算
定
）

第
二
条

法
第
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
同
項
第
三
号
の
原
因
物
質
を
粒
子
状
物
質
に
換
算
し
た
総
量
は
、
粒
子
状
物
質
対
策

地
域
に
お
け
る
各
原
因
物
質
の
排
出
量
に
当
該
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
に
お
い
て
当
該
各
原
因
物
質
の
排
出
が
原
因
と
な
っ

て
生
成
す
る
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
当
該
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
に
お
け
る
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
濃
度
に
占
め
る
寄
与
の
程
度

を
基
礎
と
し
て
算
出
し
た
係
数
を
乗
じ
る
こ
と
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
九
条
第
二
項
第
三
号
の
総
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
資
料
を
用
い
て
、
大
気
汚
染
予
測
手
法
に
よ

り
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
に
お
け
る
粒
子
状
物
質
及
び
各
原
因
物
質
の
排
出
と
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
濃
度
と
の
定
量
的
な
関

係
を
推
定
し
、
当
該
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
の
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
濃
度
が
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
係
る
大
気
環
境
基
準
を
お

お
む
ね
確
保
す
る
濃
度
と
な
る
場
合
に
当
該
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
に
お
い
て
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
粒
子
状
物
質
の
総
量

と
各
原
因
物
質
の
総
量
（
各
原
因
物
質
の
排
出
量
を
前
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
粒
子
状
物
質
の
総
量
に
換
算
し
た
も
の
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を
い
う
。
）
を
合
算
し
た
量
と
な
る
よ
う
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

風
向
、
風
速
等
の
気
象
条
件

二

自
動
車
の
交
通
量
等
粒
子
状
物
質
及
び
各
原
因
物
質
の
発
生
源
の
状
況

三

粒
子
状
物
質
及
び
各
原
因
物
質
の
排
出
状
況

四

粒
子
状
物
質
対
策
地
域
に
影
響
を
及
ぼ
す
当
該
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
外
に
お
け
る
粒
子
状
物
質
及
び
各
原
因
物
質
の

発
生
源
の
状
況
及
び
排
出
状
況

五

浮
遊
粒
子
状
物
質
に
よ
る
大
気
汚
染
の
状
況

六

そ
の
他
総
量
の
算
定
に
必
要
な
事
項

３

前
項
の
大
気
汚
染
予
測
手
法
は
、
大
気
汚
染
物
質
の
拡
散
に
関
す
る
理
論
式
及
び
各
原
因
物
質
の
浮
遊
粒
子
状
物
質
へ
の

変
換
に
関
す
る
経
験
式
等
に
基
づ
い
て
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
計
算
を
行
う
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
粒
子
状
物
質
及
び
各
原

因
物
質
の
排
出
と
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
よ
る
大
気
の
汚
染
と
の
関
係
を
定
量
的
に
明
ら
か
に
す
る
手
法
で
あ
っ
て
、
当
該
手

法
を
用
い
て
推
定
さ
れ
る
大
気
の
汚
染
と
実
測
さ
れ
た
大
気
の
汚
染
と
を
照
合
し
て
相
当
程
度
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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別
表
第
一
中
「
第
三
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
第
三
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
総
理
府
令
の
一
部
改
正
）

２

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
総
理
府
令
（
平
成
五
年
総
理
府
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
窒
素
酸
化
物
」
の
下
に
「
及
び
粒
子
状
物
質
」
を
加
え
、
「
第
三
条
」
を
「
第
四
条
」
に
、
「
第
十
一

条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
一
の
項
中
「
第
三
条
第
一
号
」
を
「
第
四
条
第
一
号
」
に
改
め

、
同
表
二
の
項
中
「
第
三
条
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
第
三
条
第
三
号
」
を
「
第
四
条

第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
第
三
条
第
四
号
」
を
「
第
四
条
第
四
号
」
に
改
め
る
。
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附
則
第
三
項
中
「
第
三
条
」
を
「
第
四
条
」
に
、
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表

一
の
項
中
「
第
三
条
第
一
号
」
を
「
第
四
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
第
三
条
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
二
号

」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
第
三
条
第
三
号
」
を
「
第
四
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
第
三
条
第
四
号
」
を

「
第
四
条
第
四
号
」
に
改
め
る
。


